
 

日本学生支援機構奨学金 新規申し込み希望者の方へ 

 

新規申し込み希望者の方は、教務課窓口へ申し出てください。 

下記の書類を配布いたします。記入後、期日までに教務課窓口へ提出してください。 

（１）日本学生支援機構奨学金希望調査票 

（２）生計維持者の収入状況確認 

※提出期日：４/１６（金） 

提出された書類の内容を確認し、後日、手続きのご案内を順次いたします。 

 

 

日本学生支援機構の奨学金の種類について 

①第一種奨学金 

利息：利息なし 

 選考：特に優れた学生で経済的理由により著しく修学困難な者に貸与する 

 学力基準：１年＝高校などの最終２カ年の成績が３．２以上 

      ２年＝本人の属する学科の上位１/３以内 

貸与月額：自宅・・・５万３千（最高月額）/４万/３万/２万円 

自宅外・・・６万（最高月額）/５万/４万/３万/２万円 

※最高月額は決められた基準にあてはまらないと貸与できません。 

 

②第二種奨学金 

 利息：利息あり 

 選考：第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された者に貸与する 

 学力基準：出身学校または在籍する学校における成績が平均水準以上 等 

 貸与月額：２万/３万/４万/５万/６万/７万/８万/９万/１０万/１１万/１２万円 

 

③入学時特別増額奨学金 

 利息：利息あり 

 選考：新入生で４月からの貸与が決定した学生のうち希望する者 

 対象：日本政策金融公庫の国の教育ローンに申し込みをしたが利用できなかった者 

    ※申し込みをしたが利用できなかったことを証明する書類の提出が必要となります 

 貸与月額：１０万/２０万/３０万/４０万/５０万円 

 

 

④給付奨学金 

 給付型奨学金（返還なし） 

 選考：学業等にかかわる基準 

次のいずれかに該当すること 

１）高等学校等における評定平均値が３．５以上であること、または、入学者選抜試験の成績が 

入学者の上位１／２の範囲に属すること。 

２）高等学校卒業程度認定試験の合格者であること。 

３）将来、社会で自立し、活躍する目標を持って学修する意欲を有していることが、学習計画書 

等により確認できること。 

（次へ続きます） 



 

 給付額：例  

 

 

 

 

 

     日本学生支援機構で家計の審査を行い、採用時にどの区分での採用かが決定します。 

 ※給付型奨学金の採用者は修学支援制度（授業料の減免）の対象となります。 

 ※給付型奨学金と第一種奨学金を併用する場合、第一種奨学金の月額に制限が生じます。 

（第一種奨学金の月額が０円になる場合もあります） 

 

 

 

日本学生支援機構奨学金の詳細については下記のサイトをご参照ください。 

 

日本学生支援機構 奨学金について 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/index.html 

 

貸与型奨学金（第一種・第二種）について 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/seido/index.html 

 

給付型奨学金について 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/index.html 

 

修学支援制度について 

https://www.mext.go.jp/kyufu/index.htm 

学校種別 区分 
私立 

自宅通学 自宅外通学 

専修学校 

（専門課程） 

第Ⅰ区分 ３８，３００円 ７５，８００円 

第Ⅱ区分 ２５，６００円 ５０，６００円 

第Ⅲ区分 １２，８００円 ２５，３００円 


